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はしがき

筆者が公開買付制度の魅力に初めて触れたのは、司法修習生として裁判修
習に臨んでいた折、起案の手を止めて図書室に引き込もり、長島・大野・常
松法律事務所の諸先生方が「旬刊商事法務」誌上で連載されていた「公開買
付けの実務」シリーズを拝読したときであった。当時は制度の構造を理解す
ることに精一杯で、なぜこれほど複雑な仕組みとなっているのか、ただ想像
を巡らせるばかりであったが、その後、弁護士として企業買収の実務に携わ
るなかで、少しずつその外延を実感するに至った。

筆者が公開買付制度の趣旨や内在する矛盾・課題を理解し始めたのは、
2012 年に金融庁企画市場局企業開示課へ初めて出向したときである。当
時、筆者の主たる業務は公開買付届出書の事前相談対応や法令照会への回答
といった監督業務であったが、その過程で過去の法令改正時の資料等を繰り
返し渉猟することにより、当局が保護しようとする法益のあり方を徐々に理
解することができた。その後、2015 年に弁護士業務へ復帰してからは、当
局の視点と実務との乖離を実感する場面も少なくなかった。

こうした理解と経験を基に、筆者が公開買付制度の全面的な見直しに取り
組んだ結果が、令和 6 年改正である。2022 年 7 月に金融庁企画市場局企業
開示課の企業統治改革推進管理官に着任して以降、多くの有識者から貴重な
助言を賜りつつ、制度全体の不整合や実務との齟齬を丹念に検証した。

筆者の力及ばず、抜本的な制度改正には至らなかったものの、その過程に
おいて、公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ（座長：

神田秀樹教授）のメンバー各位と忌憚なく意見を交わすことができたこと
は、筆者にとってかけがえのない財産となっている。とりわけ神田秀樹教
授、飯田秀総教授、角田慎介氏及び石綿学弁護士からは、ワーキング・グ
ループの終了後においても、将来の公開買付制度のあり方や残された課題に
ついて、極めて示唆に富むご教示を頂戴した。ここに深甚なる謝意を表する。

また、外部者である筆者を快く受け入れてくださった金融庁の職員の皆様
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には、筆舌に尽くしがたいご厚情を賜った。金融庁の職員の皆様が我が国資
本市場の発展のために示される確固たる信念と矜持は、今なお筆者の抱負を
形づくる礎となっている。本来であればお名前を挙げて謝意を表すべきとこ
ろであるが、かえってご迷惑をおかけする懸念もあることから、ここではあ
えて割愛させていただく。

本書は、以上のとおり多くの方々から賜ったご支援のもと、筆者が得た経
験と知見を基礎として、令和 6 年改正後の公開買付制度について解説を試み
るものである。

申すまでもなく、その内容に関する一切の責任は筆者に帰する。
本書の記述をもって絶対的な見解を示すものではないが、令和 6 年改正に

向けた取組の過程において制度全体を検証した成果をここにとりまとめるこ
とにより、今後の議論の深化と知見の蓄積に資する一助となれば幸いである。

本書の刊行に際し、編集・制作の各段階で多大なるご尽力を賜った商事法
務の皆様に、心より感謝申し上げる。

最後に、執筆の長きにわたる歳月を温かく見守り、筆者の身勝手な出向を
も寛容に受け入れ、絶えず支えてくれた妻・玲奈と息子、娘に、心より深甚
なる謝意を表する。家族の理解と励ましなくして、筆者が令和 6 年改正に向
けた取組を全うすることも、本書を世に問うことも、到底なし得なかった。

2026 年 3 月
� 谷口達哉
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